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栃
木
県
火
災
共
済
協
同
組
合

は
、
県
内
の
中
小
企
業
が
相
互

扶
助
の
精
神
に
も
と
づ
き
、
自

ら
の
団
結
の
力
で
自
ら
の
財
産

を
守
ろ
う
と
す
る
組
織
で
、
営

利
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
も
、
一
県
に
ひ
と
つ
し

か
認
可
さ
れ
な
い
極
め
て
公
共

性
の
強
い
組
織
で
あ
り
、
大
火

等
の
異
常
な
災
害
に
際
し
て

は
、
県
の
支
払
い
保
証
や
金
融

機
関
の
融
資
保
証
が
な
さ
れ
て

お
り
安
心
で
す
。
い
わ
ば
、
中

小
企
業
対
策
の
一
翼
を
担
っ
て

い
る
組
織
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

【
特　

色
】

①
掛
金
が
安
い

　
　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
の

　
　

で
掛
け
金
が
安
く
、
経
費

　
　

節
減
に
役
立
ち
ま
す
。

②
支
払
い
が
早
い

　
　

万
一
の
場
合
、
直
ち
に
査

　
　

定
を
行
い
、
簡
単
な
手
続

　
　

き
で
共
済
金
を
支
払
い
ま

　
　

す
。

③
剰
余
金
は
契
約
者
に
還
元

　
　

協
同
組
合
組
織
で
す
か
ら
、

　
　

剰
余
金
は
利
用
分
量
配
当

　
　

な
ど
で
契
約
者
に
還
元
さ

　
　

れ
ま
す
。

④
質
権
設
定
が
で
き
る

　
　

融
資
物
件
の
火
災
共
済
加

　
　

入
も
で
き
ま
す
。

　

佐
野
商
工
会
議
所
で
は
、
会

員
事
業
所
だ
け
が
加
入
で
き
る

「
生
命
共
済
制
度
」
を
設
立
し

て
い
ま
す
。

【
制
度
の
特
色
】

①
多
数
の
方
が
ま
と
ま
っ
て
加

　

入
す
る
こ
と
に
よ
り
「
規
模

　

の
利
益
」
が
得
ら
れ
、
割
安

　

な
掛
金
で
幅
広
い
保
障
が
あ

　

り
、
ご
家
族
に
と
っ
て
も
安

　

心
で
す
。

②
病
気
・
災
害
に
よ
る
死
亡
か

　

ら
、
傷
害
に
よ
る
入
院
ま
で

　

業
務
上
・
外
を
問
わ
ず
常
に

　

保
障
さ
れ
、
加
入
の
手
続
き

　

も
簡
単
で
す
。

③
事
業
主
が
従
業
員
の
た
め
に

　

負
担
す
る
掛
金
は
全
額
損
金

　

ま
た
は
必
要
経
費
に
算
入
で

　

き
ま
す
。
従
業
員
の
所
得
税

　

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。（
個

　

人
事
業
主
と
そ
の
家
族
の
掛

　

金
は
必
要
経
費
に
算
入
で
き

　

ま
せ
ん
。）

　

小
さ
な
負
担
で
大
き
な
安

心
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
加
入

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

小
規
模
企
業
共
済
制
度
と

は
、
個
人
事
業
主
又
は
会
社
等

の
役
員
の
方
が
事
業
を
や
め
ら

れ
た
り
退
職
さ
れ
た
場
合
に
、

そ
の
後
の
生
活
の
安
定
や
事
業

の
再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
共

済
制
度
で
、い
わ
ば
事
業
主（
経

営
者
）
の
退
職
金
制
度
と
い
え

る
も
の
で
す
。

【
制
度
の
特
色
】

①
安
心
・
確
実
な
国
の
共
済
制

　

度
②
掛
金
に
も
共
済
金
に
も
税
制

　

上
の
メ
リ
ッ
ト

③
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ
た

　

共
済
金
の
受
取
方
法

④
事
業
資
金
等
の
貸
付
制
度
も

　

充
実

【
加
入
資
格
】

　

常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が

二
十
人
以
下
（
商
業
・
サ
ー
ビ

ス
業
は
五
人
以
下
）
の
個
人
事

業
主
及
び
会
社
役
員
。
一
定
規

模
以
下
の
事
業
組
合
・
協
業
組

合
の
役
員
。

【
毎
月
の
掛
け
】

①
千
円
～
七
万
円
（
五
百
円
刻

　

み
）
で
加
入
後
増
額
で
き
ま

　

す
。
減
額
す
る
場
合
は
、
一

　

定
の
用
件
が
必
要
で
す
。

②
掛
金
は
、
加
入
さ
れ
た
方
ご

　

自
身
の
預
金
口
座
振
替
で
納

　

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
半

　

年
払
、
年
払
も
で
き
ま
す
。）

【
税
法
上
の
特
典
】

①
掛
金
は
全
額
所
得
控
除

　

掛
金
は
、
税
法
上
全
額
が

「
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
」と
し
て
、課
税
対
象
所
得
か

ら
控
除
で
き
ま
す
。（
一
年
以
内

の
前
納
掛
金
も
控
除
で
き
る
。）

②
共
済
金
は
退
職
所
得
扱
い
又

　

は
公
的
年
金
の
雑
所
得
扱
い

　

共
済
金
は
、
税
法
上
、
一
時

払
共
済
金
は
退
職
所
得
、
分
割

共
済
金
は
公
的
年
金
等
の
雑
所

得
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

　

中
小
企
業
Ｐ
Ｌ
保
険
制
度

は
、
商
工
三
団
体
（
日
本
商
工

会
議
所
・
全
国
商
工
会
連
合

会
・
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央

会
）
に
よ
る
、
中
小
企
業
の
皆

様
の
た
め
の
全
国
制
度
。

　

Ｐ
Ｌ
保
険
と
は
、
製
造
ま
た

は
販
売
し
た
製
品
や
、
行
っ
た

仕
事
の
不
備
・
欠
陥
が
原
因

で
、
他
人
の
生
命
や
身
体
、
財

物
に
損
害
を
与
え
、
法
律
上
の

損
害
賠
償
請
求
を
問
わ
れ
た
場

合
に
お
役
に
立
つ
保
険
で
す
。

　

現
在
約
八
万
件
の
中
小
企
業

者
が
加
入
、
制
度
発
足
（
平
成

七
年
七
月
）
以
来
、
七
五
〇
〇

件
超
の
事
故
に
対
応
、
し
か
も

低
廉
な
保
険
料
。
ま
さ
に
会
員

の
皆
様
の
た
め
の
制
度
で
す
。

　

Ｐ
Ｌ
法
に
対
応
し
た
万
一
の

ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
し
っ
か
り
カ

バ
ー
す
る
保
険
制
度
。

　

新
規
加
入
の
場
合
は
お
早
め

に
当
所
（
5

二
二
―
五
五
一

一
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。
各
損

害
保
険
会
社
の
代
理
店
か
ら
詳

し
い
ご
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制

度
と
は
、
万
一
、
取
引
先
が
倒

産
し
、
売
掛
金
や
受
取
手
形
な

ど
が
回
収
困
難
に
な
っ
た
場
合
、

連
鎖
倒
産
を
防
ぐ
た
め
に
加
入

者
に
対
し
、
共
済
金
の
貸
付
を

す
る
制
度
で
す
。

【
特　

色
】

①
最
高
額
三
千
二
百
万
円
の
共

　

済
金
貸
付
（
加
入
後
六
ヶ
月

　

を
経
過
し
て
取
引
先
が
倒
産

　

し
た
場
合
、
積
み
立
て
た
掛

　

金
総
額
の
十
倍
か
、
被
害
額

　

の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
共

　

済
金
の
貸
付
が
受
け
ら
れ
ま

　

す
。）

②
無
担
保
・
無
保
証
人
・
無
利

　

子
で
共
済
金
の
貸
付
が
受
け

　

ら
れ
ま
す
。
但
し
、
貸
付
を

　

受
け
た
共
済
金
の
十
分
の
一

　

に
相
当
す
る
掛
金
額
に
対
す

　

る
権
利
は
消
滅
し
ま
す
。

③
掛
金
は
、
税
法
上
損
金
（
法

　

人
）
又
は
必
要
経
費（
個
人
）

　

に
算
入
で
き
ま
す
。

④
一
時
貸
付
金
制
度
（
共
済
金

　

の
貸
付
を
受
け
る
事
態
が
生

　

じ
な
く
て
も
解
約
手
当
金
の

　

範
囲
内
で
臨
時
に
必
要
な
資

　

金
の
貸
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
）

【
加
入
で
き
る
方
】

　

引
き
続
き
一
年
以
上
事
業
を

行
っ
て
い
る
中
小
企
業
で
…

①
工
業
・
運
送
業
の
会
社
及
び

　

個
人
（
従
業
員
三
百
人
以
下

　

又
は
資
本
金
三
億
円
以
下
）

②
卸
売
業
の
会
社
及
び
個
人

　

（
従
業
員
百
人
以
下
又
は
資

　

本
金
一
億
円
以
下
）

③
小
売
・
サ
ー
ビ
ス
業
の
会
社

　

及
び
個
人
（
小
売
五
十
人
・

　

サ
ー
ビ
ス
百
人
以
下
又
は
資

　

本
金
五
千
万
円
以
下
）

【
毎
月
の
掛
金
】

　

五
千
円
～
八
万
円
（
五
千
円

刻
み
）
で
加
入
後
増
額
で
き
ま

す
。
減
額
す
る
場
合
は
、
一
定

の
用
件
が
必
要
で
す
。
掛
金
は
、

総
額
が
最
高
三
二
〇
万
に
な
る

ま
で
積
み
立
て
ら
れ
ま
す
。


